
 会 員 各 位 

２０２０（令和 2）年１2 月 11 日 

                          小田急金森泉自治会 会長 板本 登 

2020 年度 臨時総会のご案内 

会員各位には、新型コロナウイルス拡大の長期化により、何かとご不便な日々をお過ご

しのことと拝察致します。当自治会でも、年度当初の定例総会を書面表決方式に代え、役

員会々場が確保できずに 6 月まで屋外開催を余儀なくされました。以後も状況改善が見ら

れず、思うような活動が出来ずにご心配ご迷惑をお掛けしております。 

さて、自治会館の件ではいろいろとご心配を頂いておりましたが、先月お知らせしたと

おり、町田市の”ふれあいもみじ館敷地の北側一部土地の無償提供”との回答を得るに至

りました。これを先に進めるには“会員の合意が必要”と考え“臨時総会”の場を設けて

皆さまのお考えを確認することが決まりましたので、ここにご案内申し上げます。”” 

ご多用中のところ大変恐縮ですが、ご出席頂きますようお願い申し上げます。 

日 時 : 2021（令和３）年１月 24 日（日） 午後３時～５時 

場 所 : ふれあいもみじ館 1 階 大広間 （3 密・消毒・各自マスク着用など対策）

議 題 : 自治会館建設の事業着手に関する件（別紙資料をご参照下さい） 

なお、コロナにより会場確保ができなくなったときは、確保できるまで延期します。 

○ 総会にご出席の際には、臨時総会の別紙資料をお持ち下さい。 

○ 2021 年 1 月 9 日(土)までに 出 席 届 または 委 任 状 を、班長へお届け下さい。 

○ 欠席される方は、必ず委任状の提出をお願いします。 

○ 委任状に「委任した方の名前や○印がない場合」、または「出席届を提出した方で、当

日欠席された場合」は、議長に一任することと致します。 

…………………………キリトリ線………………………………………………………………… 

 出 席 届  

小田急金森泉自治会長 殿 

               （   ）班    氏名          印 

…………………………キリトリ線………………………………………………………………… 

 委 任 状  

小田急金森泉自治会長 殿 

               （   ）班    氏名          印 

2021 年１月 24 日開催の小田急金森泉自治会臨時総会の議決権の一切を、下記の方に委

任いたします。         ※（ ）には班名、議長・会長は、○で囲んで下さい。 

（   ）班        様 ・議長・会長・（   ）班班長 

 

（注）ご質問やご意見のある方は、原則としてご出席をお願いします。 

どうしてもご都合がつかない場合は、委任者へ事前にご質問などをお伝え下さい。 



 別 紙 資 料  

 

１．建設用地の目途が立つまでの活動経緯 

   おおよそ 25 年以上前から自治会館取得のために資金を積立ててきました。発端は、

自治会発足当時、隣接自治会内にある会館を共同使用してきましたが、当地域と離れ

た使いにくさ、使い方や管理で共同使用上の不公平感があったことなどから、撤退し

て現在の形になり、併せて自前の会館を持つための資金積立てを始めました。 

その後、資金が約○万円になったことを受けて、2013 年 4 月第 42 回総会より具

体的取組みが始まり、約 6 年間にわたり、市へのお願いや協議、独自の調査や交渉な

どに取組み、総会などその都度報告をしてきました。今年に入り市への再依頼から可

能性が現れ、互いの検討調査および確認の結果、建設予定地の目途が立ちました。

（2013 年以降の詳細は、先月全戸配布の「ただいま考え中」第 59 号をご覧下さい） 

 

２．現状と自治会館を持つことの意味など 

 ○現在の活動上の課題 ⇨ これらの多くが解決できると考えます。 

  ・各種資料（電子データ含む）や事務用備品が、個人保管や持ち回り、基準なく個人

任せ、散逸危険性、保管内容の非共有、過不足可能性、非効率で、今後も量増加。 

  ・ふれあいもみじ館の会議室（和・洋）や大広間を借用しているが、早い閉館時刻、

少し狭い、使い勝手などの施設制約から、使用対象活動も限られ、自由度少ない。 

  ・防災隊で合掌苑の会議室も借りていたが、老人施設で中止が続いている。 

  ・会議作業などに個人宅や喫茶店利用など、様々な負担や相応しくない状況もある。 
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○期待される将来活動などと新たな負担 

  ・過去と将来の各種資料保管と共有、現存備品の共有と新規充実で、効率化を図る。 

  ・役員会など各種会議、少人数打合せ、サークル活動など、場所と使用時間帯の増。 

     （総会など多人数は、従前同様にふれあいもみじ館大広間を借用） 

  ・日々運用と長期維持管理の手間や費用が発生。（年費用を従前の年積立額以内に） 

自治会館を持てば、こんなことが！ 

▶賢く：自治会業務の効率化や備品等の管理体制向上 （資料や機材の共有）

▶備える：防災活動拠点機能の強化  （今発災したら、公園にテントだが）

▶つながる：もみじ館で不足する集会機能を補完、知識や笑顔の交差点 

    国際的な目標であるＳＤＧｓも視野に、自治会館の場を活用して、 

    自治会活動の発展と、人の出会いの場を築きましょう！ 

 

３．自治会館の建設事業を着手か止めるか 

今、私たちは重大な岐路にあり、この事業を「着手か、止めるか」を、まず皆様に

確認することが必要と考えました。 

・着手の場合は、活動がぶれないように自治会内部や市役所等の外部向けに、自治会

としての意思をはっきり伝えるため、宣言を添えて今後の活動に役立てます。 

小田急金森泉自治会館の建設事業着手宣言（案） 

私たちは自治会活動の更なる発展のために、これまでの悲願であった 

小田急金森泉自治会館の建設に向けた事業に着手し、いかなる困難をも克服し

て事業を完遂することを宣言し、これを以って自治会合意とします。 

2021（令和３）年１月 24 日 小田急金森泉自治会会員一同

・止める場合は、資金が個々の現会員世帯に帰属するものでなく払い戻しはできませ

んので、活動への活用方法を別途考えることになります。 

 

４．事業着手の場合の当面予定など （使用開始までの長期予定は、次項を参照） 

・広く意見を集め、適時迅速に事業を進めるため、新たな「実行組織」を設置し、 

これに実行手続き簡素化などのため、一定の裁量権を与える会則改定が必要です。 

・先進事例視察やアドバイザー契約などの着手（これに伴う積立金取崩し） 

・会館の基本コンセプトを決めて「宣言」 

・市の補助金制度を活用しますが、概要は次のとおりです。 

建築費など事業費は、極めて大づかみの試算ですが、○万円位です。 

現在の積立金は約○万円で、補助金は事業費の 1/2 で限度額は○万円 

なので、今後、使用開始までに○万円位積立てる必要があります。 

（事業費のうち補助金対象 ⇨ 建築工事、アドバイザー二期、設計管理、机椅子などの費用） 

現在積立○＋今後積立○＝○万円 補助金○万円 



５．事業着手の場合の今後のスケジュール目安  

注１．以下は極めて順調な場合で、コロナで市の税収減により補助金事業は減速環境 

注２．年月の月は市の決まり ・枠なし年月は想定 ・内容は重要な節目 

（町田市の「集会施設整備のためのガイドブック」などを参照して作成） 

 

2021 年 1 月  臨時総会にて「自治会館建設を進める宣言」を決議 

2021 年 4 月  定例総会（実行組織の設立と一定の裁量権付与） 

この間    建物の基本方針（コンセプト）や内容検討 

    （参考施設見学など、会員意見集約、近隣説明、計画案まとめなど） 

         事業計画申請書（以下所定）の作成 

（総会議事録、検討経過、実行組織体制、利用計画書、近隣説明報告

書、過去 2 年の利用状況報告書、案内図・敷地図・土地等利用証明

書類、施設機能と品質の整備計画書、資金計画書） 

この間    市の登録アドバイザーの一期契約  

（申請支援で、NPO 法人顧問建築家機構と自治会全部負担の契約） 

2022 年 4 月   定例総会 （事業計画申請書内容の決議及び宣言） 

6 月  町田市への申請書類提出（毎年 6 月末が期限で、年 1 回） 

  この間    申請した細部積み残し事項の詰めや、次年度作業の事前準備 

2023 年 3 月  事業計画の市の承認（毎年 3 月末の年 1 回） 

2023 年 4 月  市の登録アドバイザーの二期契約  

（設計者や施工者の選定支援、設計や工事に関する支援） 

5 月  建物の設計者を選定し、契約 

  この間    建物設計（基本設計・実施設計） 

9 月   市へ設計内容の確認依頼 ⇨ 審査 3 週間 ⇨ 設計内容確認書 

   この間    施工者候補に図面渡し、見積り受領後、施工者を内定 

         ⇨ 市へ補助金交付申請 ⇨ 審査 3 週間 ⇨ 補助金交付決定 

10 月  工事契約し、工事着工 

  この間    工事実施 

補助金交付請求書の提出 

         補助金の交付 

2024 年 2 月末  工事完了届の提出 ⇨ 工事完了確認の実施 ⇨ 工事完了確認書 

  この間    施工者より建物引渡しを受ける 

         市へ実績報告の提出 ⇨ 審査 ⇨ 交付額決定通知書 

         設計者や施工者へ支払いし、領収書を受取る 

3 月末 市へ精算書の提出 

2024 年 4 月  使用開始 


